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(57)【要約】
【課題】板紙基材と、バイオマス由来のエチレンを用い
たカーボンニュートラルなポリエチレンを含むバイオマ
スポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオ
レフィン樹脂層とを有してなる包装製品用積層体を提供
する。
【解決手段】本発明による包装製品用積層体は、１００
～７００ｇ／ｍ２の坪量を有する板紙基材と、バイオマ
ス由来のエチレンを含むモノマーが重合してなるバイオ
マス由来のポリエチレンを含んでなるバイオマスポリオ
レフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィン
樹脂層とを有してなり、前記バイオマスポリオレフィン
樹脂層が単層であり、かつ、積層体の最内面を構成して
おり、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が押出コー
ティング層であるものである。　
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層体を備える包装製品であって、
　前記積層体は、
　板紙基材と、
　前記板紙基材の一方の面側に位置し、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重合
してなるバイオマス由来のポリエチレンと、化石燃料由来のポリオレフィンと、を含んで
なるバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィン樹脂層と、
を有してなり、
　前記包装製品が、ラミネートチューブである、包装製品。
【請求項２】
　積層体を備える包装製品であって、
　前記積層体は、
　板紙基材と、
　前記板紙基材の一方の面側に位置し、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重合
してなるバイオマス由来のポリエチレンと、化石燃料由来のポリオレフィンと、を含んで
なるバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィン樹脂層と、
を有してなり、
　前記包装製品が、蓋材である、包装製品。
【請求項３】
　前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、バイオマス由来の低密度ポリエチレン、また
は／および、バイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレンを含んでなる、請求項１または
２に記載の包装製品。
【請求項４】
　前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記バイオマス由来のエチレンを前記バイオ
マスポリオレフィン樹脂層全体に対して５質量％以上含んでなる、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の包装製品。
【請求項５】
　無機物を含むバリア層をさらに有してなる、請求項１～４のいずれか一項に記載の包装
製品。
【請求項６】
　前記板紙基材の他方の面側に位置するポリエチレン樹脂層を有する、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の包装製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バイオマス由来の樹脂層を有する積層体を備える包装製品に関し、より詳細
には、板紙基材と、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重合してなるバイオマス
由来のポリエチレンを含んでなるバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマ
スポリオレフィン樹脂層とを有してなる、積層体を備える包装製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、循環型社会の構築を求める声の高まりとともに、材料分野においてもエネルギー
と同様に化石燃料からの脱却が望まれており、バイオマスの利用が注目されている。バイ
オマスは、二酸化炭素と水から光合成された有機化合物であり、それを利用することによ
り、再度二酸化炭素と水になる、いわゆるカーボンニュートラルな再生可能エネルギーで
ある。昨今、これらバイオマスを原料としたバイオマスプラスチックの実用化が急速に進
んでおり、各種の樹脂をバイオマス原料から製造する試みも行われている。
【０００３】
　バイオマス由来の樹脂としては、乳酸発酵を経由して製造されるポリ乳酸（ＰＬＡ）が
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先行して商業生産が始まったが、生分解性であることをはじめ、プラスチックとしての性
能が現在の汎用プラスチックとは大きく異なるため、製品用途や製品製造方法に限界があ
り広く普及するには至っていない。また、ＰＬＡに対しては、ライフサイクルアセスメン
ト（ＬＣＡ）評価が行われており、ＰＬＡ製造時の消費エネルギーおよび汎用プラスチッ
ク代替時の等価性等について議論がなされている。
【０００４】
　ここで、汎用プラスチックとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル
、ポリスチレン等、様々な種類が用いられている。特に、ポリエチレンは、フィルム、シ
ート、ボトル等に成形され、包装材等の種々の用途に供されており、世界中での使用量が
多い。そのため、従来の化石燃料由来のポリエチレンを用いることは環境負荷が大きい。
【０００５】
　そのため、ポリエチレンの製造にバイオマス由来の原料を用いて、化石燃料の使用量を
削減することが望まれている。例えば、現在までに、ポリオレフィン樹脂の原料となるエ
チレンやブチレンを、再生可能な天然原料から製造することが研究されてきた（例えば、
特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２０１１－５０６６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明者らは、ポリオレフィン積層体の原料であるエチレンに着目し、従来の化石燃料
から得られるエチレンに代えて、バイオマス由来のエチレンをその原料としたポリオレフ
ィンのバイオマスポリオレフィン樹脂層を有する積層体を備える包装製品は、従来の化石
燃料から得られるエチレンを用いて製造されたポリオレフィン樹脂層を有する積層体を備
える包装製品と、機械的特性等の物性面で遜色ないものが得られるとの知見を得た。本発
明はかかる知見によるものである。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、板紙基材と、バイオマス由来のエチレンを用いたカーボ
ンニュートラルなポリエチレンを含むバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイ
オマスポリオレフィン樹脂層とを有してなる積層体を備える包装製品を提供することであ
って、従来の化石燃料から得られる原料から製造された樹脂層を有する積層体を備える包
装製品と機械的特性等の物性面で遜色ないバイオマスポリオレフィン樹脂層を有する積層
体を備える包装製品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　すなわち、本発明の一態様によれば、
　積層体を備える包装製品であって、
　前記積層体は、
　板紙基材と、
　前記板紙基材の一方の面側に位置し、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重合
してなるバイオマス由来のポリエチレンと、化石燃料由来のポリオレフィンと、を含んで
なるバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィン樹脂層と、
を有してなり、
　前記包装製品が、ラミネートチューブである、包装製品が提供される。
　本発明の別の態様においては、
　積層体を備える包装製品であって、
　前記積層体は、
　板紙基材と、
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　前記板紙基材の一方の面側に位置し、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重合
してなるバイオマス由来のポリエチレンと、化石燃料由来のポリオレフィンと、を含んで
なるバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィン樹脂層と、
を有してなり、
　前記包装製品が、蓋材である、包装製品が提供される。
　本発明の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、バイオマス由来の
低密度ポリエチレン、または／および、バイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレンを含
んでなることが好ましい。
　本発明の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記バイオマス由
来のエチレンを前記バイオマスポリオレフィン樹脂層全体に対して５質量％以上含んでな
ることが好ましい。
　本発明の態様においては、無機物を含むバリア層をさらに有してなることが好ましい。
　本発明の態様においては、前記板紙基材の他方の面側に位置するポリエチレン樹脂層を
有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明による包装製品は、板紙基材と、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重
合してなるバイオマス由来のポリエチレンを含んでなるバイオマスポリオレフィン樹脂組
成物からなるバイオマスポリオレフィン樹脂層とを有する積層体を備えることで、カーボ
ンニュートラルなポリオレフィン樹脂層を有する積層体を備える包装製品を実現できる。
したがって、従来に比べて化石燃料の使用量を大幅に削減することができ、環境負荷を減
らすことができる。また、本発明による包装製品は、従来の化石燃料から得られる原料か
ら製造されたポリオレフィン樹脂層を有する積層体を備える包装製品と比べて、機械的特
性等の物性面で遜色がないため、従来のポリオレフィン樹脂層を有する積層体を備える包
装製品を代替することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明による積層体の一例を示す模式断面図である。
【図２】本発明による積層体の一例を示す模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明において、「バイオマスポリオレフィン樹脂組成物」および「バイオマスポリオ
レフィン樹脂層」とは、原料として少なくとも一部にバイオマス由来の原料を用いたもの
であって、原料の全てがバイオマス由来のものであることを意味するものではない。
【００１３】
積層体
　本発明による積層体は、板紙基材と、バイオマスポリオレフィン樹脂層とを有してなる
ものである。積層体は、バイオマスポリオレフィン樹脂層を有することで、カーボンニュ
ートラルなポリオレフィン樹脂の積層体を実現できる。したがって、従来に比べて化石燃
料の使用量を大幅に削減することができ、環境負荷を減らすことができる。また、本発明
による積層体は、従来の化石燃料から得られる原料から製造されたポリオレフィン樹脂の
積層体と比べて、機械的特性等の物性面で遜色がないため、従来のポリオレフィン樹脂の
積層体を代替することができる。
【００１４】
　本発明による積層体の一例の模式断面図を図１および図２に示す。図１に示される積層
体１０は、板紙基材１１と、板紙基材１１上に形成されたバイオマスポリオレフィン樹脂
層１２とを有してなるものである。図２に示される積層体２０は、板紙基材２１と、板紙
基材２１上に形成された第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層２２と、第１のバイオマ
スポリオレフィン樹脂層２２上に形成された第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層２３
とをこの順に有してなるものである。以下、積層体を構成する各層について説明する。
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【００１５】
板紙基材
　本発明において、板紙基材は、基材層としての機能を果たすものであり、バイオマスポ
リオレフィン樹脂層を押出成形により積層する工程に耐える強度を有することが必要であ
る。板紙基材として用いる紙は、１００～７００ｇ／ｍ２、好ましくは１５０～６００ｇ
／ｍ２、より好ましくは２００～５００ｇ／ｍ２の坪量を有するものである。板紙基材と
しては、白板紙全般を対象とするが、特に安全性の観点から天然パルプを用いたアイボリ
ー紙、ミルクカートン原紙、カップ原紙等の使用が好ましい。
【００１６】
　また、本発明で使用する板紙は、サイズ剤として、中性ロジンやアルキルケテンダイマ
ー、アルケニル無水コハク酸を使用してもよく、定着剤としてカチオン性のポリアクリル
アミドやカチオン性デンプン等を使用してもよい。また、硫酸バンドを使用してｐＨ６～
９の中性領域で抄紙することも可能である。その他、必要に応じて上記のサイズ剤のほか
、定着剤の他、製紙用各種填料、歩留向上剤、乾燥紙力増強剤、湿潤紙力増強剤、結合剤
、分散剤、凝集剤、可塑剤、接着剤を適宜含有していてもよい。
【００１７】
バイオマスポリオレフィン樹脂層
　本発明において、バイオマスポリオレフィン樹脂層は、下記のバイオマス由来のエチレ
ンをバイオマスポリオレフィン樹脂層全体に対して好ましくは５質量％以上、より好まし
くは５～９５質量％、さらに好ましくは２５～７５質量％含んでなるものである。バイオ
マスポリオレフィン樹脂層は、少なくとも２層以上からなるものであってもよく、例えば
、板紙基材側から順に第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層と第２のバイオマスポリオ
レフィン樹脂層とを有してなる。積層体のシール層およびコア層は、両者がバイオマスポ
リオレフィン樹脂層であってもよく、いずれか一方のみがバイオマスポリオレフィン樹脂
層であってもよい。
【００１８】
第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層
　本発明において、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、積層体のコア層としての
機能を果たすものであってもよい。積層体はコア層を有することで、破断せず、優れた屈
曲性を示すことができる。
【００１９】
　第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、バイオマス由来のエチレンを第１のバイオ
マスポリオレフィン樹脂層全体に対して好ましくは５質量％以上、より好ましくは５～９
５質量％、さらに好ましくは２５～７５質量％、最も好ましくは４０～７５％含んでなる
ものである。第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層中のバイオマス由来のエチレンの濃
度が５質量％以上であれば、従来に比べて化石燃料の使用量を削減することができ、カー
ボンニュートラルなポリオレフィン樹脂の積層体を実現できる。
【００２０】
　第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、好ましくは０．９１５～０．９６ｇ／ｃｍ
３、より好ましくは０．９２～０．９５５ｇ／ｃｍ３、さらに好ましくは０．９３～０．
９５５ｇ／ｃｍ３の密度を有するものである。第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層の
密度は、ＪＩＳ Ｋ６７６０－１９９５に記載のアニーリングを行った後、ＪＩＳ Ｋ７１
１２－１９８０のうち、Ａ法に規定された方法に従って測定される値である。第１のバイ
オマスポリオレフィン樹脂層の密度が０．９１５ｇ／ｃｍ３以上であれば、第１のバイオ
マスポリオレフィン樹脂層の剛性を高めることができる。また、第１のバイオマスポリオ
レフィン樹脂層密度が０．９６ｇ／ｃｍ３以下であれば、第１のバイオマスポリオレフィ
ン樹脂層の透明性や機械的強度を高めることができる。
【００２１】
　第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、１～３０ｇ／１０分、好ましくは３～２５
ｇ／１０分、より好ましくは４～２０ｇ／１０分、のメルトフローレート（ＭＦＲ）を有
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するものである。メルトフローレートとは、ＪＩＳ Ｋ７２１０－１９９５に規定された
方法において、温度１９０℃、荷重２１．１８Ｎの条件で、Ａ法により測定される値であ
る。第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層のＭＦＲが１ｇ／１０分以上であれば、成形
加工時の押出負荷を低減することができる。また、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物
のＭＦＲが３０ｇ／１０分以下であれば、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層の機械
的強度を高めることができる。
【００２２】
　第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、１０～１００μｍ、好ましくは１０～５０
μｍ、より好ましくは１５～３０μｍの厚さを有するものである。
【００２３】
第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層
　本発明において、第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、積層体のシール層として
の機能を果たすものであってもよい。積層体はヒートシール層を有することで、他の樹脂
フィルム上に積層する際に接着剤等を用いなくとも、強固に接着させることができる。
【００２４】
　第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、バイオマス由来のエチレンを第２のバイオ
マスポリオレフィン樹脂層全体に対して好ましくは５質量％以上、より好ましくは５～９
５質量％、さらに好ましくは２５～７５質量％含んでなるものである。第２のバイオマス
ポリオレフィン樹脂層中のバイオマス由来のエチレンの濃度が５質量％以上であれば、従
来に比べて化石燃料の使用量を削減することができ、カーボンニュートラルなポリオレフ
ィン積層体を実現できる。
【００２５】
　第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、０．９０～０．９２５ｇ／ｃｍ３、好まし
くは０．９０５～０．９２５ｇ／ｃｍ３の密度を有するものである。第２のバイオマスポ
リオレフィン樹脂層の密度は、ＪＩＳ Ｋ６７６０－１９９５に記載のアニーリングを行
った後、ＪＩＳ Ｋ７１１２－１９８０のうち、Ａ法に規定された方法に従って測定され
る値である。第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層の密度が０．９０ｇ／ｃｍ３以上で
あれば、第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層の剛性を高めることができる。また、第
２のバイオマスポリオレフィン樹脂層の密度が０．９２５ｇ／ｃｍ３以下であれば、第２
のバイオマスポリオレフィン樹脂層の透明性や機械的強度を高めることができる。
【００２６】
　第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、１～３０ｇ／１０分、好ましくは３～２５
ｇ／１０分、より好ましくは４～２０ｇ／１０分、のメルトフローレート（ＭＦＲ）を有
するものである。メルトフローレートとは、ＪＩＳ Ｋ７２１０－１９９５に規定された
方法において、温度１９０℃、荷重２１．１８Ｎの条件で、Ａ法により測定される値であ
る。第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層のＭＦＲが１ｇ／１０分以上であれば、成形
加工時の押出負荷を低減することができる。また、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物
のＭＦＲが３０ｇ／１０分以下であれば、第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層の機械
的強度を高めることができる。
【００２７】
　第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層は、１～５０μｍ、好ましくは１～２０μｍ、
より好ましくは１～１０μｍの厚さを有するものである。
【００２８】
　本発明においては、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層と第２のバイオマスポリオ
レフィン樹脂層が、密度、厚さ、ＭＦＲ、およびバイオマス度（バイオマス由来のエチレ
ン濃度）について、以下の特定の関係を満たすものであることが好ましい。
【００２９】
　本発明においては、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層の密度ｄ１と第２のバイオ
マスポリオレフィン樹脂層の密度ｄ２が、ｄ１＞ｄ２を満たすことが好ましい。第１のバ
イオマスポリオレフィン樹脂層はコア層として機能するため、剛性が要求され、第２のバ
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イオマスポリオレフィン樹脂層はヒートシール層として機能するため、柔軟性が要求され
るからである。
【００３０】
　本発明においては、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層の厚さｔ１と第２のバイオ
マスポリオレフィン樹脂層の厚さｔ２が、ｔ１＞ｔ２を満たすことが好ましい。第１のバ
イオマスポリオレフィン樹脂層はコア層として機能するため、厚みが要求され、第２のバ
イオマスポリオレフィン樹脂層はヒートシール層として機能するため、コア層ほどの厚み
は必要ないからである。
【００３１】
　本発明においては、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層のＭＦＲ１と第２のバイオ
マスポリオレフィン樹脂層のＭＦＲ２が、ＭＦＲ１＞ＭＦＲ２を満たすことが好ましい。
第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層はコア層として機能するため、剛性が要求され、
第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層はヒートシール層として機能するため、柔軟性が
要求されるからである。
【００３２】
　本発明においては、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層のバイオマス由来のエチレ
ン濃度Ｃ１と第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層のバイオマス由来のエチレン濃度Ｃ

２が、Ｃ１＞Ｃ２を満たすことが好ましい。第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層はコ
ア層として機能するため、厚みが大きくエチレン使用量が多いことから、第１のバイオマ
スポリオレフィン樹脂層のバイオマス度を上げることで化石燃料の使用量をより削減でき
るからである。
【００３３】
バイオマス由来のエチレン
　本発明において、バイオマス由来のポリオレフィンの原料となるバイオマス由来のエチ
レンの製造方法は、特に限定されず、従来公知の方法により得ることができる。以下、バ
イオマス由来のエチレンの製造方法の一例を説明する。
【００３４】
　バイオマス由来のエチレンは、バイオマス由来のエタノールを原料として製造すること
ができる。特に、植物原料から得られるバイオマス由来の発酵エタノールを用いることが
好ましい。植物原料は、特に限定されず、従来公知の植物を用いることができる。例えば
、トウモロコシ、サトウキビ、ビート、およびマニオクを挙げることができる。
【００３５】
　本発明において、バイオマス由来の発酵エタノールとは、植物原料より得られる炭素源
を含む培養液にエタノールを生産する微生物またはその破砕物由来産物を接触させ、生産
した後、精製されたエタノールを指す。培養液からのエタノールの精製は、蒸留、膜分離
、および抽出等の従来公知の方法が適用可能である。例えば、ベンゼン、シクロヘキサン
等を添加し、共沸させるか、または膜分離等により水分を除去する等の方法が挙げられる
。
【００３６】
　本発明のエチレンを得るために、この段階で、エタノール中の不純物総量が１ｐｐｍ以
下にする等の高度な精製をさらに行ってもよい。
【００３７】
　エタノールの脱水反応によりエチレンを得る際には通常触媒が用いられるが、この触媒
は、特に限定されず、従来公知の触媒を用いることができる。プロセス上有利なのは、触
媒と生成物の分離が容易な固定床流通反応であり、例えば、γ―アルミナ等が好ましい。
【００３８】
　この脱水反応は吸熱反応であるため、通常加熱条件で行う。商業的に有用な反応速度で
反応が進行すれば、加熱温度は限定されないが、好ましくは１００℃以上、より好ましく
は２５０℃以上、さらに好ましくは３００℃以上の温度が適当である。上限も特に限定さ
れないが、エネルギー収支および設備の観点から、好ましくは５００℃以下、より好まし
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くは４００℃以下である。
【００３９】
　反応圧力も特に限定されないが、後続の気液分離を容易にするため常圧以上の圧力が好
ましい。工業的には触媒の分離の容易な固定床流通反応が好適であるが、液相懸濁床、流
動床等でもよい。
【００４０】
　エタノールの脱水反応においては、原料として供給するエタノール中に含まれる水分量
によって反応の収率が左右される。一般的に、脱水反応を行う場合には、水の除去効率を
考えると水が無いほうが好ましい。しかしながら、固体触媒を用いたエタノールの脱水反
応の場合、水が存在しないと他のオレフィン、特にブテンの生成量が増加する傾向にある
ことが判明した。恐らく、少量の水が存在しないと脱水後のエチレン二量化を押さえるこ
とができないためと推察している。許容される水の含有量の下限は、０．１％以上、好ま
しくは０．５％以上必要である。上限は特に限定されないが、物質収支上および熱収支の
観点から、好ましくは５０質量％以下、より好ましくは３０％以下、さらに好ましくは２
０％以下である。
【００４１】
　このようにしてエタノールの脱水反応を行うことによりエチレン、水および少量の未反
応エタノールの混合部が得られるが、常温において約５ＭＰa以下ではエチレンは気体で
あるため、これら混合部から気液分離により水やエタノールを除きエチレンを得ることが
できる。この方法は公知の方法で行えばよい。
【００４２】
　気液分離により得られたエチレンはさらに蒸留され、このときの操作圧力が常圧以上で
あること以外は、蒸留方法、操作温度、および滞留時間等は特に制約されない。
【００４３】
　原料がバイオマス由来のエタノールの場合、得られたエチレンには、エタノール発酵工
程で混入した不純物であるケトン、アルデヒド、およびエステル等のカルボニル化合物な
らびにその分解物である炭酸ガスや、酵素の分解物・夾雑物であるアミンおよびアミノ酸
等の含窒素化合物ならびにその分解物であるアンモニア等が極微量含まれる。エチレンの
用途によっては、これら極微量の不純物が問題となるおそれがあるので、精製により除去
しても良い。精製方法は、特に限定されず、従来公知の方法により行うことができる。好
適な精製操作としては、例えば、吸着精製法をあげることができる。用いる吸着剤は特に
限定されず、従来公知の吸着剤を用いることができる。例えば、高表面積の材料が好まし
く、吸着剤の種類としては、バイオマス由来のエタノールの脱水反応により得られるエチ
レン中の不純物の種類・量に応じて選択される。
【００４４】
　なお、エチレン中の不純物の精製方法として苛性水処理を併用してもよい。苛性水処理
をする場合は、吸着精製前に行うことが望ましい。その場合、苛性処理後、吸着精製前に
水分除去処理を施す必要がある。
【００４５】
バイオマスポリオレフィン
　本発明において、バイオマス由来のポリオレフィンは、バイオマス由来のエチレンを含
むモノマーが重合してなるものである。バイオマス由来のエチレンには、上記の製造方法
により得られたものを用いることが好ましい。原料であるモノマーとしてバイオマス由来
のエチレンを用いているため、重合されてなるポリオレフィンはバイオマス由来となる。
なお、ポリオレフィンの原料モノマーは、バイオマス由来のエチレンを１００質量％含む
ものでなくてもよい。
【００４６】
　バイオマス由来のポリオレフィンの原料であるモノマーは、化石燃料由来のエチレンお
よび／またはα－オレフィンをさらに含んでもよいし、バイオマス由来のα－オレフィン
をさらに含んでもよい。
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【００４７】
　上記のα－オレフィンは、炭素数は特に限定されないが、通常、炭素数３～２０のもの
を用いることができ、ブチレン、ヘキセン、またはオクテンであることが好ましい。ブチ
レン、ヘキセン、またはオクテンであれば、バイオマス由来の原料であるエチレンの重合
により製造することが可能となるからである。また、このようなα－オレフィンを含むこ
とで、重合されてなるポリオレフィンはアルキル基を分岐構造として有するため、単純な
直鎖状のものよりも柔軟性に富むものとすることができる。
【００４８】
　上記のポリオレフィンが、ポリエチレンであることが好ましい。バイオマス由来の原料
であるエチレンを用いることで、理論上１００％バイオマス由来の成分により製造するこ
とが可能となるからである。
【００４９】
　上記のポリオレフィン中のバイオマス由来のエチレン濃度（以下、「バイオマス度」と
いうことがある）は、放射性炭素（Ｃ１４）測定によるバイオマス由来の炭素の含有量を
測定した値である。大気中の二酸化炭素には、Ｃ１４が一定割合（１０５．５ｐＭＣ）で
含まれているため、大気中の二酸化炭素を取り入れて成長する植物、例えばトウモロコシ
中のＣ１４含有量も１０５．５ｐＭＣ程度であることが知られている。また、化石燃料中
にはＣ１４が殆ど含まれていないことも知られている。したがって、ポリオレフィン中の
全炭素原子中に含まれるＣ１４の割合を測定することにより、バイオマス由来の炭素の割
合を算出することができる。本発明においては、ポリオレフィン中のＣ１４の含有量をＰ

Ｃ１４とした場合の、バイオマス由来の炭素の含有量Ｐｂｉｏは、以下のようにして求め
ることができる。
　　　Ｐｂｉｏ（％）＝ＰＣ１４／１０５．５×１００
【００５０】
　本発明においては、理論上、ポリオレフィンの原料として、全てバイオマス由来のエチ
レンを用いれば、バイオマス由来のエチレン濃度は１００％であり、バイオマス由来のポ
リオレフィンのバイオマス度は１００％となる。また、化石燃料由来の原料のみで製造さ
れた化石燃料由来のポリオレフィン中のバイオマス由来のエチレン濃度は０％であり、化
石燃料由来のポリオレフィンのバイオマス度は０％となる。
【００５１】
　本発明において、バイオマス由来のポリオレフィンやバイオマス由来の樹脂層は、バイ
オマス度が１００％である必要はない。積層体の一部にでもバイオマス由来の原料が用い
られていれば、従来に比べて化石燃料の使用量を削減するという本発明の趣旨に沿うから
である。
【００５２】
　本発明において、バイオマス由来のエチレンを含むモノマーの重合方法は、特に限定さ
れず、従来公知の方法により行うことができる。重合温度や重合圧力は、重合方法や重合
装置に応じて、適宜調節するのがよい。重合装置についても特に限定されず、従来公知の
装置を用いることができる。以下、エチレンを含むモノマーの重合方法の一例を説明する
。
【００５３】
　ポリオレフィン、特に、エチレン重合体やエチレンとα－オレフィンの共重合体の重合
方法は、目的とするポリエチレンの種類、例えば、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中
密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、および直鎖状低密度
ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）等の密度や分岐の違いにより、適宜選択することができる。
例えば、重合触媒として、チーグラー・ナッタ触媒等のマルチサイト触媒や、メタロセン
系触媒等のシングルサイト触媒を用いて、気相重合、スラリー重合、溶液重合、および高
圧イオン重合のいずれかの方法により、１段または２段以上の多段で行うことが好ましい
。
【００５４】
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　上記のシングルサイト触媒とは、均一な活性種を形成しうる触媒であり、通常、メタロ
セン系遷移金属化合物や非メタロセン系遷移金属化合物と活性化用助触媒とを接触させる
ことにより、調整される。シングルサイト触媒は、マルチサイト触媒に比べて、活性点構
造が均一であるため、高分子量かつ均一度の高い構造の重合体を重合することができるた
め好ましい。シングルサイト触媒としては、特に、メタロセン系触媒を用いることが好ま
しい。メタロセン系触媒は、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第
ＩＶ族の遷移金属化合物と、助触媒と、必要により有機金属化合物と、担体の各触媒成分
とを含む触媒である。
【００５５】
　上記のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第ＩＶ族の遷移金属化
合物において、そのシクロペンタジエニル骨格とは、シクロペンタジエニル基、置換シク
ロペンタジエニル基等である。置換シクロペンタジエニル基としては、炭素数１～３０の
炭化水素基、シリル基、シリル置換アルキル基、シリル置換アリール基、シアノ基、シア
ノアルキル基、シアノアリール基、ハロゲン基、ハロアルキル基、ハロシリル基等から選
ばれた少なくとも一種の置換基を有するものである。その置換シクロペンタジエニル基の
置換基は２個以上有していてもよく、また置換基同士が互いに結合して環を形成し、イン
デニル環、フルオレニル環、アズレニル環、その水添体等を形成してもよい。置換基同士
が互いに結合し形成された環がさらに互いに置換基を有していてもよい。
【００５６】
　シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第ＩＶ族の遷移金属化合物に
おいて、その遷移金属としては、ジルコニウム、チタン、ハフニウム等が挙げられ、特に
ジルコニウム、ハフニウムが好ましい。該遷移金属化合物は、シクロペンタジエニル骨格
を有する配位子としては通常２個を有し、各々のシクロペンタジエニル骨格を有する配位
子は架橋基により互いに結合しているものが好ましい。なお、架橋基としては炭素数１～
４のアルキレン基、シリレン基、ジアルキルシリレン基、ジアリールシリレン基等の置換
シリレン基、ジアルキルゲルミレン基、ジアリールゲルミレン基等の置換ゲルミレン基等
が挙げられる。好ましくは、置換シリレン基である。
【００５７】
　周期律表第ＩＶ族の遷移金属化合物において、シクロペンタジエニル骨格を有する配位
子以外の配位子としては、代表的なものとして、水素、炭素数１～２０の炭化水素基（ア
ルキル基、アルケニル基、アリール基、アルキルアリール基、アラルキル基、ポリエニル
基等）、ハロゲン、メタアルキル基、メタアリール基等が挙げられる。
【００５８】
　上記のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第ＩＶ族の遷移金属化
合物は、一種または二種以上の混合物を触媒成分とすることができる。
【００５９】
　助触媒としては、上記の周期律表第ＩＶ族の遷移金属化合物を重合触媒として有効にな
しうる、または触媒的に活性化された状態のイオン性電荷を均衝させうるものをいう。助
触媒としては、有機アルミニウムオキシ化合物のベンゼン可溶のアルミノキサンやベンゼ
ン不溶の有機アルミニウムオキシ化合物、イオン交換性層状珪酸塩、ホウ素化合物、活性
水素基含有あるいは非含有のカチオンと非配位性アニオンからなるイオン性化合物、酸化
ランタン等のランタノイド塩、酸化スズ、フルオロ基を含有するフェノキシ化合物等が挙
げられる。
【００６０】
　シクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む周期律表第ＩＶ族の遷移金属化合物は
、無機または有機化合物の担体に担持して使用されてもよい。該担体としては無機または
有機化合物の多孔質酸化物が好ましく、具体的には、モンモリロナイト等のイオン交換性
層状珪酸塩、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、ＣａＯ、
ＺｎＯ、ＢａＯ、ＴｈＯ２等またはこれらの混合物が挙げられる。
【００６１】
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　また更に必要により使用される有機金属化合物としては、有機アルミニウム化合物、有
機マグネシウム化合物、有機亜鉛化合物等が例示される。このうち有機アルミニウムが好
適に使用される。
【００６２】
　また、ポリオレフィンとして、エチレンの重合体やエチレンとα－オレフィンの共重合
体を、単独で用いてもよいし、二種以上混合して用いてもよい。
【００６３】
バイオマスポリオレフィン樹脂組成物
　本発明において、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物は、上記のポリオレフィンを主
成分として含むものである。バイオマスポリオレフィン樹脂組成物は、バイオマス由来の
エチレンをバイオマスポリオレフィン樹脂組成物全体に対して好ましくは５質量％以上、
より好ましくは５～９５質量％、さらに好ましくは２５～７５質量％含んでなるものであ
る。バイオマスポリオレフィン樹脂組成物中のバイオマス由来のエチレンの濃度が５質量
％以上であれば、従来に比べて化石燃料の使用量を削減することができ、カーボンニュー
トラルなポリオレフィン積層体を実現できる。
【００６４】
　バイオマスポリオレフィン樹脂組成物は、異なるバイオマス度のポリオレフィンを２種
以上含むものであってもよく、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物全体として、バイオ
マス由来のエチレンの濃度が、上記範囲内であればよい。
【００６５】
　バイオマスポリオレフィン樹脂組成物は、化石燃料由来のエチレンと、化石燃料由来の
エチレンおよび／またはα－オレフィンとを含むモノマーが重合してなる化石燃料由来の
ポリオレフィンをさらに含んでもよい。つまり、本発明においては、バイオマスポリオレ
フィン樹脂組成物は、バイオマス由来のポリオレフィンと、化石燃料由来のポリオレフィ
ンとの混合物であってもよい。混合方法は、特に限定されず、従来公知の方法で混合する
ことができる。例えば、ドライブレンドでもよいし、メルトブレンドでもよい。
【００６６】
　本発明の態様によれば、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物は、好ましくは５～９０
質量％、より好ましくは２５～７５質量％のバイオマス由来のポリオレフィンと、好まし
くは１０～９５質量％、より好ましくは２５～７５質量％の化石燃料由来のポリオレフィ
ンとを含むものである。このような混合物のバイオマスポリオレフィン樹脂組成物を用い
た場合でも、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物全体として、バイオマス由来のエチレ
ンの濃度が、上記範囲内であればよい。
【００６７】
　上記のバイオマスポリオレフィン樹脂組成物の製造工程において、または製造されたバ
イオマスポリオレフィン樹脂組成物には、その特性が損なわれない範囲において、主成分
であるポリオレフィン以外に、各種の添加剤を添加してもよい。添加剤としては、例えば
、可塑剤、紫外線安定化剤、着色防止剤、艶消し剤、消臭剤、難燃剤、耐候剤、帯電防止
剤、糸摩擦低減剤、スリップ剤、離型剤、抗酸化剤、イオン交換剤、および着色顔料等を
添加することができる。これら添加剤は、バイオマスポリオレフィン樹脂組成物全体に対
して、好ましくは１～２０質量％、好ましくは１～１０質量％の範囲で添加される。
【００６８】
非バイオマスポリオレフィン樹脂層
　本発明よる積層体は、非バイオマスポリオレフィン樹脂層をさらに有してもよい。非バ
イオマスポリオレフィン樹脂層は、化石燃料由来の原料を含む樹脂材料からなる樹脂層で
あり、バイオマス度は０％である。積層体のコア層およびシール層のいずれか一方のみが
バイオマスポリオレフィン樹脂層である場合には、他方は非バイオマスポリオレフィン樹
脂層であってもよい。非バイオマスポリオレフィン樹脂層は、非バイオマスポリオレフィ
ン樹脂層は、従来公知の原料を用いて形成することができ、その組成および形成方法は、
特に限定されない。積層体が、非バイオマスポリオレフィン樹脂層をさらに有することで
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、耐熱性、耐圧性、耐水性、ヒートシール性、耐ピンホール性、耐突き刺し性、およびそ
の他の物性を付与ないし向上させることができる。なお、積層体は、非バイオマスポリオ
レフィン樹脂層を２層以上有してもよい。非バイオマスポリオレフィン樹脂層を２層以上
有する場合、それぞれが、同一の組成であってもよいし、異なる組成であってもよい。
【００６９】
　非バイオマスポリオレフィン樹脂層としては、例えば、低密度ポリエチレン、直鎖状低
密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、プロピ
レン－エチレン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合
体、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－メチルアクリレート共重合体、エチレ
ン－エチルアクリレート共重合体、エチレン－メチルメタクリレート共重合体またはアイ
オノマー等樹脂を使用できる。これらの樹脂を押し出しラミネート法により形成しても良
いし、予め、Ｔダイ法またはインフレーション法等により製膜したフィルムとして、耐熱
性基材層とドライラミネートあるいは押出ラミネート法等により積層しても良い。
【００７０】
　また、延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、シリカ蒸着延伸ポリエチレンテレフ
タレートフィルム、アルミナ蒸着延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム、延伸ナイロ
ンフィルム、シリカ蒸着延伸ナイロンフィルム、アルミナ蒸着延伸ナイロンフィルム、延
伸ポリプロピレンフィルム、ポリビニルアルコールコート延伸ポリプロピレンフィルム、
ナイロン６／メタキシリレンジアミンナイロン６共押共延伸フィルムまたはポリプロピレ
ン／ エチレン－ビニルアルコール共重合体共押共延伸フィルム等のいずれか、またはこ
れらの２以上のフィルムを積層した複合フィルムであってもよい。
【００７１】
バリア層
　本発明よる積層体は、バリア層をさらに有してもよい。バリア層は、無機物および／ま
たは無機酸化物からなるものであり、無機物もしくは無機酸化物の蒸着膜または金属箔か
らなるものが好ましい。蒸着膜は、従来公知の無機物または無機酸化物を用いて、従来公
知の方法により形成することができ、その組成および形成方法は特に限定されない。積層
体が、バリア層をさらに有することで、酸素ガスおよび水蒸気等の透過を阻止するガスバ
リア性や、可視光および紫外線等の透過を阻止する遮光性を、付与ないし向上させること
ができる。なお、積層体は、バリア層を２層以上有してもよい。バリア層を２層以上有す
る場合、それぞれが、同一の組成であってもよいし、異なる組成であってもよい。
【００７２】
　蒸着膜としては、例えば、ケイ素（Ｓｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍ
ｇ）、カルシウム（Ｃａ）、カリウム（Ｋ）、スズ（Ｓｎ）、ナトリウム（Ｎａ）、ホウ
素（Ｂ）、チタン（Ｔｉ）、鉛（Ｐｂ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、イットリウム（Ｙ）等
の無機物または無機酸化物の蒸着膜を使用することができる。特に、包装用材料（袋）等
に適するものとしては、アルミニウム金属の蒸着膜、あるいは、ケイ素酸化物またはアル
ミニウム金属もしくはアルミニウム酸化物の蒸着膜を用いるのがよい。
【００７３】
　無機酸化物の表記は、例えば、ＳｉＯＸ、ＡｌＯＸ等のようにＭＯＸ（ただし、式中、
Ｍは、無機元素を表し、Ｘの値は、無機元素によってそれぞれ範囲がことなる。）で表さ
れる。Ｘの値の範囲としては、ケイ素（Ｓｉ）は、０～２、アルミニウム（Ａｌ）は、０
～１．５、マグネシウム（Ｍｇ）は、０～１、カルシウム（Ｃａ）は、０～１、カリウム
（Ｋ）は、０～０．５、スズ（Ｓｎ）は、０～２、ナトリウム（Ｎａ）は、０～０．５、
ホウ素（Ｂ）は、０～１、５、チタン（Ｔｉ）は、０～２、鉛（Ｐｂ）は、０～１、ジル
コニウム（Ｚｒ）は０～２、イットリウム（Ｙ）は、０～１．５の範囲の値をとることが
できる。上記において、Ｘ＝０の場合、完全な無機単体（純物質）であり、透明ではなく
、また、Ｘの範囲の上限は、完全に酸化した値である。包装用材料には、ケイ素（Ｓｉ）
、アルミニウム（Ａｌ）が好適に使用され、ケイ素（Ｓｉ）は、１．０～２．０、アルミ
ニウム（Ａｌ）は、０．５～１．５の範囲の値のものを使用することができる。
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【００７４】
　本発明において、上記のような無機物または無機酸化物の蒸着膜の膜厚としては、使用
する無機物または無機酸化物の種類等によって異なるが、例えば、５０～２０００Å位、
好ましくは、１００～１０００Å位の範囲内で任意に選択して形成することが望ましい。
更に具体的に説明すると、アルミニウムの蒸着膜の場合には、膜厚５０～６００Å位、更
に、好ましくは、１００～４５０Å位が望ましく、また、酸化アルミニウムあるいは酸化
珪素の蒸着膜の場合には、膜厚５０～５００Å位、更に、好ましくは、１００～３００Å
位が望ましいものである。
【００７５】
　蒸着膜の形成方法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、およびイオンプ
レ－ティング法等の物理気相成長法（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ法、ＰＶＤ法）、あるいは、プラズマ化学気相成長法、熱化学気相成長法、および光
化学気相成長法等の化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ法、ＣＶＤ法）等を挙げることができる。
【００７６】
　また、他の態様によれば、バリア層は、金属を圧延して得られた金属箔であってもよい
。金属箔としては、従来公知の金属箔を用いることができる。酸素ガスおよび水蒸気等の
透過を阻止するガスバリア性や、可視光および紫外線等の透過を阻止する遮光性の点から
は、アルミニウム箔等が好ましい。
【００７７】
その他の層
　本発明による積層体は、上記の層以外に、その他の層を少なくとも１層さらに有しても
よい。その他の層を２層以上有する場合、それぞれが、同一の組成であってもよいし、異
なる組成であってもよい。その他の層は、上記の層のいずれか１層または２層以上の上に
、形成することができる。その他の層としては、例えば、印刷層や接着層を挙げることが
できる。印刷層は、従来公知の顔料や染料を用いて形成することができ、その形成方法は
特に限定されない。また、接着層は、いずれか２層をラミネートにより貼合するために形
成される、接着剤層または接着樹脂層である。ラミネート用接着剤としては、例えば、１
液あるいは２液型の硬化ないし非硬化タイプのビニル系、（メタ）アクリル系、ポリアミ
ド系、ポリエステル系、ポリエーテル系、ポリウレタン系、エポキシ系、ゴム系、その他
等の溶剤型、水性型、あるいは、エマルジョン型等のラミネート用接着剤を使用すること
ができる。上記の接着剤のコーティング方法としては、例えば、ダイレクトグラビアロー
ルコート法、グラビアロールコート法、キスコート法、リバースロールコート法、フォン
テン法、トランスファーロールコート法、その他の方法で塗布することができる。その塗
布量としては、０．１ｇ／ｍ２～１０ｇ／ｍ２（乾燥状態）位が好ましく、１ｇ／ｍ２～
５ｇ／ｍ２（乾燥状態）位がより好ましい。
【００７８】
　また、接着樹脂層としては、熱可塑性樹脂層からなる樹脂層が使用される。具体的には
、接着樹脂層の材料としては、低密度ポリエチレン樹脂、中密度ポリエチレン樹脂、高密
度ポリエチレン樹脂、直鎖状低密度ポリエチレン樹脂、メタロセン触媒を利用して重合し
たエチレン・αオレフィンとの共重合体樹脂、エチレン・ポリプロピレン共重合体樹脂、
エチレン・酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン・アクリル酸共重合体樹脂、エチレン・ア
クリル酸エチル共重合体樹脂、エチレン・メタクリル酸共重合体樹脂、エチレン・メタク
リル酸メチル共重合体樹脂、エチレン・マレイン酸共重合体樹脂、アイオノマー樹脂、ポ
リオレフィン樹脂に不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸無水物、エ
ステル単量体をグラフト重合、または、共重合した樹脂、無水マレイン酸をポリオレフィ
ン樹脂にグラフト変性した樹脂等を使用することができる。これらの材料は、一種ないし
それ以上を組み合わせて使用することができる。
【００７９】
　本発明による積層体の製造方法は特に限定されず、従来公知の方法により製造すること
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ができる。本発明においては、紙基材上にバイオマスポリオレフィン樹脂層を押出成形に
より形成することが好ましく、バイオマスポリオレフィン樹脂層が共押出成形により形成
されてなることがより好ましい。共押出成形が、Ｔダイ法またはインフレーション法によ
り行われることがさらに好ましい。
【００８０】
　例えば、以下の方法で、押出成形により積層体を成形することができる。上記したバイ
オマスポリオレフィン樹脂組成物を乾燥させた後、ポリオレフィンの融点以上の温度（Ｔ
ｍ）～Ｔｍ＋７０℃の温度に加熱された溶融押出機に供給して、バイオマスポリオレフィ
ン樹脂組成物を溶融し、紙基材上に例えばＴダイ等のダイよりシート状に押出し、押出さ
れたシート状物を回転している冷却ドラム等で急冷固化することにより積層体を成形する
ことができる。溶融押出機としては、一軸押出機、二軸押出機、ベント押出機、タンデム
押出機等を目的に応じて使用することができる。
【００８１】
　上記のようにして得られる積層体の厚さは、その用途に応じて任意であるが、通常、５
～５００μｍ程度、好ましくは２０～３００μｍ程度である。
【００８２】
　本発明による積層体には、化学的機能、電気的機能、磁気的機能、力学的機能、摩擦／
磨耗／潤滑機能、光学的機能、熱的機能、生体適合性等の表面機能等の付与を目的として
、二次加工を施すことも可能である。二次加工の例としては、エンボス加工、塗装、接着
、印刷、メタライジング（めっき等）、機械加工、表面処理（帯電防止処理、コロナ放電
処理、プラズマ処理、フォトクロミズム処理、物理蒸着、化学蒸着、コーティング、等）
等が挙げられる。また、本発明による積層体に、ラミネート加工（ドライラミネートや押
し出しラミネート）、製袋加工、およびその他の後処理加工を施して、成型品を製造する
こともできる。
【００８３】
用途
　本発明による積層体は、包装容器や包装袋等の包装製品、化粧シートやトレー等のシー
ト成形品、積層フィルム、光学フィルム、樹脂板、各種ラベル材料、蓋材、およびラミネ
ートチューブ等の各種用途に好適に使用することができ、特に、包装製品が好ましい。
【００８４】
＜他の態様＞
　本発明は、板紙基材と、バイオマス由来のエチレンを用いたカーボンニュートラルなポ
リオレフィンを含むバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフ
ィン樹脂層とを有してなる積層体を提供することであって、従来の化石燃料から得られる
原料から製造された樹脂層を有する積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないバイオマス
ポリオレフィン樹脂の積層体を提供することも目的とする。
　本発明の更なる他の態様によれば、
　１００～７００ｇ／ｍ２の坪量を有する板紙基材と、
　バイオマス由来のエチレンを含むモノマーが重合してなるバイオマス由来のポリオレフ
ィンを含んでなるバイオマスポリオレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィ
ン樹脂層と
を有してなる、積層体が提供される。
　本発明の更なる他の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記バ
イオマス由来のエチレンを前記バイオマスポリオレフィン樹脂層全体に対して５質量％以
上含んでなることが好ましい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記板
紙基材側から順に第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層と第２のバイオマスポリオレフ
ィン樹脂層とを有してなり、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記バイオマス
由来のエチレンを第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層全体に対して５質量％以上含ん
でなり、第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記バイオマス由来のエチレンを第
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２のバイオマスポリオレフィン樹脂層全体に対して５質量％以上含んでなることが好まし
い。
　本発明の更なる他の態様においては、第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層中のバイ
オマス由来のエチレン濃度Ｃ１と第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層中のバイオマス
由来のエチレン濃度Ｃ２が、Ｃ１＞Ｃ２を満たすことが好ましい。　本発明の更なる他の
態様においては、前記モノマーが、化石燃料由来のエチレンおよび／またはα－オレフィ
ンをさらに含んでもよい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記モノマーが、バイオマス由来のα－オレフィ
ンをさらに含んでもよい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂組成物が、化
石燃料由来のエチレンと、化石燃料由来のエチレンおよび／またはα－オレフィンとを含
むモノマーが重合してなる化石燃料由来のポリオレフィンをさらに含んでもよい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂組成物が、５
～９０質量％の前記バイオマス由来のポリオレフィンと、１０～９５質量％の前記化石燃
料由来のポリオレフィンとを含んでもよい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記α－オレフィンが、ブチレン、ヘキセン、ま
たはオクテンであることが好ましい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記ポリオレフィンが、ポリエチレンであること
が好ましい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記積層体が、化石燃料由来の原料を含む樹脂材
料からなる非バイオマスポリオレフィン樹脂層をさらに有してもよい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記積層体が、無機物および／または無機酸化物
からなるバリア層をさらに有してもよい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、前記板
紙基材上に押出成形により形成されてなることが好ましい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記バイオマスポリオレフィン樹脂層が、共押出
成形により形成されてなることが好ましい。
　本発明の更なる他の態様においては、前記共押出成形が、Ｔダイ法またはインフレーシ
ョン法により行われることが好ましい。
　本発明の更なる別の態様においては、前記積層体からなる、包装製品が提供される。
　本発明の更なる他の態様による積層体は、板紙基材と、バイオマス由来のエチレンを含
むモノマーが重合してなるバイオマス由来のポリオレフィンを含んでなるバイオマスポリ
オレフィン樹脂組成物からなるバイオマスポリオレフィン樹脂層とを有することで、カー
ボンニュートラルなポリオレフィン樹脂の積層体を実現できる。したがって、従来に比べ
て化石燃料の使用量を大幅に削減することができ、環境負荷を減らすことができる。また
、本発明の更なる他の態様による積層体は、従来の化石燃料から得られる原料から製造さ
れたポリオレフィン積層体と比べて、機械的特性等の物性面で遜色がないため、従来のポ
リオレフィン積層体を代替することができる。
【実施例】
【００８５】
　以下に、実施例と比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の
実施例に限定解釈されるものではない。
【００８６】
測定・条件
　下記の参考例、参考比較例、実施例、および比較例において、バイオマス度とは、放射
性炭素（Ｃ１４）測定によるバイオマス由来の炭素の含有量の値である。
【００８７】
　下記で用いた押出製膜機の条件は、以下のとおりであった。
　スクリュー径：９０ｍｍ
　スクリュー型式：フルフライト
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　Ｌ/Ｄ：２８
　Ｔダイ：１１Ｓ型ストレートマニホールド
　Ｔダイ有効開口長：５６０ｍｍ
【００８８】
実施例１
　紙カップ容器の胴材および底材として、板紙基材には耐酸紙（王子特殊紙製：耐酸ＢＹ
Ｏ－５００、坪量３２０ｇ／ｍ２）を用い、その裏面にコロナ処理を施した。次に、板紙
基材側のコア層として、化石燃料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：Ｌ
Ｃ７０１、ＭＦＲ：１４、密度：０．９１９）とバイオマス由来の直鎖型低密度ポリエチ
レン（Ｂｒａｓｋｅｍ社製：ＳＬＬ３１８０、ＭＦＲ：２．７、密度：０．９１８、バイ
オマス度：８７％）とを５０：５０でドライブレンドした樹脂を用意した。また、シール
層として、化石燃料由来の低密度ポリエチレン樹脂（日本ポリエチレン社製：ノバテック
ＬＣ５２０、ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３）を用意した。板紙基材のコロナ処理面
に上記の樹脂をそれぞれ２９０℃および３２０℃の樹脂温で共押し（コア層：２０μｍ、
シール層：２０μｍ）、ライン速度は１００ｍ／分にて押出しコーティングして、バイオ
マスポリエチレン積層体を得た。押出し層のバイオマス度は２２％であった。
【００８９】
実施例２
　紙カップ容器の胴材および底材として、板紙基材にはカップ原紙（日本製紙社製：坪量
２２０ｇ／ｍ２）を用い、コロナ処理を施してから、そのコロナ処理面に化石燃料由来の
低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．
９２３）５５質量部とバイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレン（Ｂｒａｓｋｅｍ社製
：ＳＬＬ３１８、ＭＦＲ：２．７、密度：０．９１８、バイオマス度：８７％）４５質量
部とをドライブレンドした樹脂を、３２０℃の樹脂温で押し出し（２５μｍ）、ライン速
度１００ｍ／分にて押出しコーティングして、バイオマスポリエチレン積層体を得た。押
出し層のバイオマス度は４１％であった。
【００９０】
比較例１
　紙カップ容器の胴材および底材として、板紙基材には耐酸紙（王子特殊紙製：耐酸ＢＹ
Ｏ－５００、坪量３２０ｇ／ｍ２）を用い、その裏面にコロナ処理を施してから、そのコ
ロナ処理面に化石燃料由来の低密度ポリエチレン樹脂（日本ポリエチレン社製：ノバテッ
クＬＣ５２０、ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３）を３２０℃の樹脂温で押し出し（４
０μｍ）、ライン速度１００ｍ／分にて押出しコーティングして、非バイオマスポリエチ
レン積層体を得た。押出し層のバイオマス度は０％であった。
【００９１】
比較例２
　紙カップ容器の胴材および底材として、板紙基材にはカップ原紙（日本製紙社製：坪量
２２０ｇ／ｍ２）を用い、コロナ処理を施してから、そのコロナ処理面に化石燃料由来の
低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．
９２３）を３２０℃の樹脂温にて押し出し（２５μｍ）、ライン速度１００ｍ／分にて押
出しコーティングして、非バイオマスポリエチレン積層体を得た。押出し層のバイオマス
度は０％であった。
【００９２】
紙カップの作製
　次いで、上記で製造した積層体を使用し、当該積層体から紙カップの胴部を作る円錐台
形のブランク板を打ち抜き加工した。次に、上記のブランク板を筒状に巻いて、その両端
部を部分的に重ね合わせ、その重合部分にフレーム処理を行い、上記の重合部分に存在す
る低密度ポリエチレン樹脂層を加熱溶融した。続いて、熱板等によって押圧して胴貼りを
行って胴シール部を形成して、紙カップを構成する筒状のカップ胴部を製造した。
【００９３】
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　他方、上記と同様に、上記で製造した積層体を使用し、これを円形状に打ち抜き加工し
て、底部を構成する円板を製造し、次いで、当該円板の外周部を筒状に起立成形して、起
立成形部を有する底部を製造した。次いで、上記で製造した筒状のカップ胴部に、同じく
上部で製造した底紙を挿入した後、その筒状のカップ胴部と底紙とを、その接合部分に熱
風等を吹きつけてその接合部分に存在する樹脂層を加熱溶融した。続いて、カール用型に
より筒状のカップ胴部の先端部を内方に折り曲げて、上記の底部を構成する起立成形部に
かぶせて、上記の筒状のカップ胴部の先端部と底部の起立成形部との重合部分を内径側か
らローレットによりローレットがけすることにより、上記の筒状のカップ胴部と底部とを
密接着させて接合部を形成して、蒸気の筒状のカップ胴部と底部とからなる紙カップ底部
を形成した。
【００９４】
　その後、上記の筒状のカップ胴部の底部を密接着させて接合部を形成した側と反対側の
先端短部を、上記と同様にカール用型により外方に折り曲げながらカールさせて、上端外
向きカール部を形成して、満杯容量３５３ｃｃの紙カップを製造した。
【００９５】
　実施例１～２および比較例１～２ともにカップ成形を問題なく実施することができた。
また、これら紙カップを破壊検査し、シール異常が無いかを目視で確認したところ、双方
とも紙剥けの現象が確認され、十分なシール強度が得られていることが確認できた。
【００９６】
参考例１
　基材としてのＰＥＴフィルムに、共押出しの１層目に化石燃料由来の直鎖状低密度ポリ
エチレン（日本ポリエチレン社製：ＮＨ７４５（ＭＦＲ：８．０、密度：０．９１３）５
０質量部と、バイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレン（Ｂｒａｓｋｅｍ社製：ＳＬＬ
３１８、ＭＦＲ：２．７、密度：０．９１８、バイオマス度：８７％）５０質量部とをド
ライブレンドした樹脂（２０μｍ）を、２層目に化石燃料由来の低密度ポリエチレン（日
本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３、２０μｍ）を共
に３２０℃の樹脂温にて押し出し（ライン速度１００ｍ／分）、非バイオマスポリエチレ
ン積層体を得た。
【００９７】
参考例２
　基材としてのＰＥＴフィルムに、共押出しの１層目に化石燃料由来の直鎖状低密度ポリ
エチレン（日本ポリエチレン社製：ＮＨ７４５（ＭＦＲ：８．０、密度：０．９１３、２
０μｍ）を、２層目に化石燃料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ
５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３、２０μｍ）を共に３００℃の樹脂温にて押
し出し（ライン速度１００ｍ／分）、非バイオマスポリエチレン積層体を得た。
【００９８】
フィルムの評価
　参考例１および参考例２で得られた積層体から、基材のＰＥＴフィルムを剥離して、そ
れぞれフィルムサンプルＡおよびＢを得た。得られた各フィルムサンプルのＭＤ方向とＣ
Ｄ方向のそれぞれから、幅１５ｍｍ、長さ２００ｍｍに切り出して試験片とし、引張試験
機（テンシロンＲＴＣ－１２５Ａ、オリエンテック社製）を用いて、温度２３℃、湿度５
０ＲＨ％の環境下において、試験片の強伸度測定を行った。また、各フィルムサンプルを
シール温度１５０℃、シール圧力３０Ｎ／ｃｍ２、シール時間１秒でヒートシールして、
引張試験機（テンシロンＲＴＣ－１２５Ａ、オリエンテック社製）を用いてシール強度（
Ｎ／１５ｍｍ）を測定した。
【００９９】
　上記の評価結果は、表１に示すとおりであった。フィルムサンプルＡおよびＢは、全て
の評価項目において有意差が見られなかった。すなわち、バイオマス樹脂フィルム（Ａ）
は、非バイオマス樹脂フィルム（Ｂ）に比べて、機械的特性等の物性面で遜色がなかった
。
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【表１】

【０１００】
実施例３
　液体紙容器用途として、紙基材にはミルクカートン原紙（クリアウォーター社製：坪量
３２０ｇ／ｍ２）を用い、その表面側にフレーム処理を施してから、化石燃料由来の低密
度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２
３）を３２０℃の樹脂温にて押し出した（２０μｍ）。続けて、裏面側へもフレーム処理
を施した後、このフレーム処理面（裏面側）に、共押出しの１層目に化石燃料由来の直鎖
状低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＮＨ７４５（ＭＦＲ：８．０、密度：０
．９１３）５０質量部とバイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレン（Ｂｒａｓｋｅｍ社
製：ＳＬＬ３１８、ＭＦＲ：２．７、密度：０．９１８、バイオマス度：８７％）５０質
量部とをドライブレンドした樹脂（２０μｍ）を、２層目に化石燃料由来の低密度ポリエ
チレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３、２０
μｍ）を共に３００℃の樹脂温にて押し出し（ライン速度１００ｍ／分）、バイオマスポ
リエチレン積層体を得た。紙基材を除く積層体全体のバイオマス度は１５％であった。
【０１０１】
比較例３
　板紙基材にはミルクカートン原紙（クリアウォーター社製：坪量３２０ｇ／ｍ２）を用
い、その表面側にフレーム処理を施してから、化石燃料由来の低密度ポリエチレン（日本
ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３）を３２０℃の樹脂
温にて押し出した（２０μｍ）。続けて、裏面側へもフレーム処理を施した後、このフレ
ーム処理面（裏面側）に、共押出しの１層目に化石燃料由来の直鎖状低密度ポリエチレン
（日本ポリエチレン社製：ＮＨ７４５（ＭＦＲ：８．０、密度：０．９１３、２０μｍ）
を、２層目に化石燃料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（
ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３、２０μｍ）を共に３００℃の樹脂温にて押し出し（
ライン速度１００ｍ／分）、非バイオマスポリエチレン積層体を得た。
【０１０２】
実施例４
　主に日本酒等の常温長期保存型液体紙容器用途として、紙基材の原紙（クリアウォータ
ー社　４００ｇ/ｍ２印刷面に低密度ポリエチレン２０ｇ/ｍ２押出しラミネート済み）の
非ラミネート面にフレーム処理を行った。このフレーム処理面に、アルミ箔（東洋アルミ
社製、７μｍ）と化石燃料由来のＰＥＴフィルム（東洋紡社製：Ｅ５１００、１２μｍ）
とをドライラミネート(ＤＩＣ製：主剤ＬＸ－７０３Ａ／硬化剤ＫＲ－９０)したフィルム
を、エチレン－アクリル酸共重合体（三井デュポンポリケミカル社製：ニュークレルＮ０
９０８Ｃ、２０μｍ）を押出ラミネートして、貼り合せた。その後、ドライラミネートフ
ィルムのＰＥＴ面に、ポリエステルポリオール／イソシアネート２液硬化型アンカー剤（
三井武田ポリケミカル社製：Ａ３２１０／ＡＴ３０７５）をコーティングした後、化石燃
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料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密
度：０．９２３）５０質量部とバイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレン（Ｂｒａｓｋ
ｅｍ社製：ＳＬＬ３１８、ＭＦＲ：２．７、密度：０．９１８、バイオマス度：８７％）
５０質量部とをドライブレンドし、３２０℃の樹脂温にて押し出し（２０μｍ）を行い、
ライン速度１００ｍ／分にて、低密度ポリエチレンフィルム（大日本印刷製：ＳＫＬ、密
度：０．９２３、４０μｍ）と貼り合せて、バイオマスポリエチレン積層体を得た。紙基
材を除く積層体全体のバイオマス度は６％であった。
【０１０３】
実施例５
　主に日本酒等の常温長期保存型液体紙容器用途として、紙基材の原紙（クリアウォータ
ー社　４００ｇ/ｍ２印刷面に低密度ポリエチレン２０ｇ/ｍ２押出しラミネート済み）の
非ラミネート面にフレーム処理を行った。このフレーム処理面に、アルミ箔（東洋アルミ
社製、７μｍ）とバイオマス由来のＰＥＴフィルム（東洋紡社製：ＤＥ０２４、１２μｍ
）とをドライラミネート(ＤＩＣ製：主剤ＬＸ－７０３Ａ／硬化剤ＫＲ－９０)したフィル
ムを、エチレン－アクリル酸共重合体（三井デュポンポリケミカル社製：ニュークレルＮ
０９０８Ｃ、２０μｍ）を押出ラミネートして、貼り合せた。その後、ドライラミネート
フィルムのＰＥＴ面に、ポリエステルポリオール／イソシアネート２液硬化型アンカー剤
（三井武田ポリケミカル社製：Ａ３２１０／ＡＴ３０７５）をコーティングした後、化石
燃料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、
密度：０．９２３）５０質量部とバイオマス由来の直鎖状低密度ポリエチレン（Ｂｒａｓ
ｋｅｍ社製：ＳＬＬ３１８、ＭＦＲ：２．７、密度：０．９１８、バイオマス度：８７％
）５０質量部とをドライブレンドし、３２０℃の樹脂温にて押し出し（２０μｍ）を行い
、ライン速度１００ｍ／分にて、低密度ポリエチレンフィルム（大日本印刷製：ＳＫＬ、
密度：０．９２３、４０μｍ）と貼り合せて、バイオマスポリエチレン積層体を得た。紙
基材を除く積層体全体のバイオマス度は９％であった。
【０１０４】
比較例４
　主に日本酒等の常温長期保存型液体紙容器用途として、紙基材の原紙（クリアウォータ
ー社　４００ｇ/ｍ２印刷面に低密度ポリエチレン２０ｇ/ｍ２押出しラミネート済み）の
非ラミネート面にフレーム処理を行った。このフレーム処理面に、アルミ箔（東洋アルミ
社製、７μｍ）と化石燃料由来のＰＥＴフィルム（東洋紡社製：Ｅ５１００、１２μｍ）
とをドライラミネート(ＤＩＣ製：主剤ＬＸ－７０３Ａ／硬化剤ＫＲ－９０)したフィルム
を、エチレン－アクリル酸共重合体（三井デュポンポリケミカル社製：ニュークレルＮ０
９０８Ｃ、２０μｍ）を押出ラミネートして、貼り合せた。その後、ドライラミネートフ
ィルムのＰＥＴ面に、ポリエステルポリオール／イソシアネート２液硬化型アンカー剤（
三井武田ポリケミカル社製：Ａ３２１０／ＡＴ３０７５）をコーティングした後、化石燃
料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（ＭＦＲ：３．６、密
度：０．９２３）を、３２０℃の樹脂温にて押し出し（２０μｍ）を行い、ライン速度１
００ｍ／分にて、低密度ポリエチレンフィルム（大日本印刷製：ＳＫＬ、密度：０．９２
３、４０μｍ）と貼り合せて、バイオマスポリエチレン積層体を得た。紙基材を除く積層
体全体のバイオマス度は０％であった。
【０１０５】
比較例５
　主に日本酒等の常温長期保存型液体紙容器用途として、紙基材の原紙（クリアウォータ
ー社　４００ｇ/ｍ２印刷面に低密度ポリエチレン２０ｇ/ｍ２押出しラミネート済み）の
非ラミネート面にポリエチレンイミンによるアンカーコートを行った。この上に、アルミ
箔（東洋アルミ社製、７μｍ）とバイオマス由来のＰＥＴフィルム（東洋紡社製：ＤＥ０
２４、１２μｍ）とをドライラミネート(ＤＩＣ製：主剤ＬＸ－７０３Ａ／硬化剤ＫＲ－
９０)したフィルムを、エチレン－アクリル酸共重合体（三井デュポンポリケミカル社製
：ニュークレルＮ０９０８Ｃ、２０μｍ）を押出ラミネートして、貼り合せた。その後、
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ドライラミネートフィルムのＰＥＴ面に、ポリエステルポリオール／イソシアネート２液
硬化型アンカー剤（三井武田ポリケミカル社製：Ａ３２１０／ＡＴ３０７５）をコーティ
ングした後、化石燃料由来の低密度ポリエチレン（日本ポリエチレン社製：ＬＣ５２０（
ＭＦＲ：３．６、密度：０．９２３）を、３２０℃の樹脂温にて押し出し（２０μｍ）を
行い、ライン速度１００ｍ／分にて、低密度ポリエチレンフィルム（大日本印刷製：ＳＫ
Ｌ、密度：０．９２３、４０μｍ）と貼り合せて、バイオマスポリエチレン積層体を得た
。紙基材を除く積層体全体のバイオマス度は３％であった。
【０１０６】
容器の強度評価　
　実施例４及び比較例４で作製したカートンを用いて大日本印刷（株）製の液体紙容器充
填機（ＤＲ－１０）にて水充填及び成型実施後、これら測定サンプルを垂直、水平（口全
横向き）の２方向にて単体圧縮強度測定を実施した。結果は表２に示す通り、バイオマス
由来品と化石燃料由来品の有意差が見られなかった。
【表２】

【０１０７】
シール性評価（充填機検証）
　実施例４及び比較例４で作製したカートンを用いて大日本印刷(株)製の液体紙容器充填
機(ＤＲ－１０)にて水充填成型後、トップ及びボトムのシール性の比較を行った。シール
性の評価は浸透液を封入し、下記の基準で目視で行った。評価結果は表３に示す通り、バ
イオマス由来品と化石燃料由来品の有意差が見られなかった。
シール性評価基準
　○：良好であった。
　△：シール抜けはないが抜ける傾向がある状態であった。
　×：シール抜けが確認された状態であった。
【表３】

【符号の説明】
【０１０８】
　１０　積層体
　１１　紙基材
　１２　バイオマスポリオレフィン樹脂層
　２０　積層体
　２１　板紙基材
　２２　第１のバイオマスポリオレフィン樹脂層
　２３　第２のバイオマスポリオレフィン樹脂層
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